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序　　　　　文

ヴィエトナム社会主義共和国政府は、我が国に食品加工分野の開発に関するプロジェクト方式

技術協力を要請してきました。国際協力事業団は、この要請の背景及び実施可能性を調査すると

ともに、技術協力の可能性の検討に必要な基礎的情報を収集するため、平成 11 年 12 月 13 日から

12 月 21 日まで、国際協力事業団農業開発協力部畜産園芸課　向井一朗課長代理を団長とする基礎

調査団を、現地に派遣しました。

本報告書は、同調査団による調査結果について取りまとめたものであり、今後、この分野にお

ける技術協力実施の検討にあたり、広く活用されることを願うものです。

最後に、この調査にご協力とご支援をいただいた内外の関係各位に対し、心より感謝の意を表

します。

平成 12 年 1 月

国 際 協力事業団　　

農業開発協力部　 　 　　　　

部長　鮫 島 信 行　　　
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1． 基礎調査団の派遣

1 － 1　調査団派遣の経緯と目的

ヴィエトナムの主要産業は農林水産業で、就業人口の 70％、国内総生産の 30％を占めている。

しかしながら農村部は都市部に比べて所得水準が低く、市場経済体制への移行過程で、所得格差

が更に拡大するおそれがある。このため、農業農村セクターの開発が急務で、農業生産性の向上

とともに生産物の加工技術の向上が不可欠になってきた。

こうした背景からヴィエトナム政府は、同国の食品産業研究所（FIRI）における食品加工技術の

向上を目的とするプロジェクト方式技術協力を、我が国に要請してきた。

これを受けた国際協力事業団（JICA）は、食品加工分野の技術協力にどのようなアプローチが可

能であるかを探るための情報収集を目的として、基礎調査団を派遣することになった。

従来、JICA の農業開発協力は、農産物生産の安定・増大を主眼として、栽培、病虫害防除、優

良種子生産、灌漑排水等の技術の改良・普及に力点を置いてきた。しかし昨今は「目に見える成果」

が強く求められ、農民、特に小農レベルの所得向上等を念頭に置いた案件の発掘形成が要求され

はじめたため、農産物生産技術を改善するだけではなく、農民が生産物をいかに収入に換えるか

の検討まで必要になっている。こうした観点から、食品加工分野の協力に積極的に取り組もうと

する動きがあるが、この分野でのプロジェクト方式技術協力には特筆すべき実績がなく、どのよ

うなアプローチで案件形成を行うかについての経験則もないのが現状である。

今般のヴィエトナムの協力要請は、同国の食品加工業の現状と問題点に係る基礎情報の収集を

通じて、今後の案件形成に参考となる情報を提供する機会にもなるわけで、FIRI の視察・情報収

集だけでなく、関連官公庁や食品加工関連施設を幅広く調査することになった。

調査にあたっては、以下の各点に留意した。

（1）本調査は基礎調査であり、ヴィエトナム側に対してはあくまでも情報収集目的の派遣であ

る旨、明確に伝えた。

（2）本調査はヴィエトナムにおける農業開発協力としての食品加工分野協力の妥当性、可能な

アプローチについて調査するものであり、食品加工分野の開発がいかに農業農村開発に貢献

するものかという視点から、調査を実施した。具体的な調査項目は以下のとおりである。

1）国内で生産された農産物を加工する食品加工を中心とした調査

2）主として都市部ではなく、農村部の中小規模の食品加工を中心とした調査

3）食品加工技術研究開発分野から中小規模加工業者へのアプローチの調査

4）リソースの効率的活用の観点から、類似の活動を行う複数機関の間の業務分担の調査
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1 － 4　主要面談者

［ヴィエトナム側］

（1）内閣

Mr. PHAM GIA KHIEM Vice Premier

（2）工業省（MOI）

Mr. LE HUY CON Vice President

Eng. NGUYEN THANH HOA Senior Officer

（3）計画・投資省（MPI）

Dr. HO QUANG MINH Deputy Director General

（4）農業・農村開発省（MARD）

Dr. NGUYEN ICE CHUONG Vice Director

（5）科学技術環境省（MOSTE）

Dr. LE DZUNG Deputy Director General

（6）食品産業研究所（FIRI）

Dr. NGO TIEN HIEN Director

Dr. VU THI DAO Deputy Director

Ms. TRAN THI CHUAU Head

（7）ポストハーベスト技術研究所（PHTI）

Dr. NGUYEN KIM VU Director

Ms. HOANG THI TUAT Vice Head

（8）農村技術開発協会（INCEDA）

Dr. Sc. LE DOAN DIEN Director

（9）醸造研究所（RIB）

Ms. NGUYEN THI THU VINH Vice Director

Dr. NGUYEN VAN VIET Chairman of Board

（10）生物工学研究所（IB）

Dr. LE TRAN BINH Director

Dr. TRUONG NAM HAI Deputy Director

Mr. LE THANH BINH Senior Scientist and Head

（11）ブドウ糖製造工場

Mr. NGUYEN DUY HONG
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（12）植物油製造工場

Eng. PHAM VAN BINH Deputy Director

NGHE AN Vegetable Oil Co.

［日本側］

（1）在ヴィエトナム日本国大使館

井村　久之 二等書記官

（2）JICA ヴィエトナム事務所

畠山　敬 次長

菅野　祐一 職員
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2． 要　　　約

本基礎調査団は 1999 年 12 月 13 日から同 21 日までの日程でヴィエトナムを訪問し、同国政府

から要請されたプロジェクト方式技術協力「ヴィエトナム食品加工業」に係る基礎調査を行った。

本調査は、農業開発協力の一環として食品加工分野の技術協力を行う場合、どのようなアプロー

チが可能かを検討するための基礎資料収集を目的としたもので、技術協力を要請された食品産業

研究所（FIRI）をはじめ、工業省、計画・投資省、農業・農村開発省などの官公庁から食品関連の

技術研究所、さらにはブドウ糖やビール、魚醤の製造工場に至るまで、幅広く調査して、関連部

門の現状と問題点の解明に努めた。その結果、以下の状況が明らかになった。

（1）食品行政面では、関係機関が国内農産物の加工適性、食品加工業の技術水準、市場ニーズ

等を十分把握していないようで、技術力の向上が求められる具体的な分野を確認できなかっ

た。

（2）食品加工関連試験研究機関の技術水準は総じて低く、研究員の基礎的分析能力の向上が急

務である。

（3）ヴィエトナムでは海外との合弁事業が増えつつあるが、この方式は同国の技術の空洞化を

招くおそれがある。同国内には各種資源が有効活用されないまま眠っているものの、その掘

り起こしの任務にあたるべき FIRI は、試験研究、開発研究に専念できる状況にない、FIRI へ

の支援は、ヴィエトナムの技術の空洞化を防ぐとともに、食品加工技術の開発・移転を通して、

大都市圏以外の中小食品加工業の育成に結びつき、将来的には同国の農業及び食品産業に益

するところが大きいと考えられる。

（4）しかし、FIRI の技術協力要請は漠としすぎているので、その目的を品質管理技術向上を中

心とするものに整理し直し、技術内容を絞り込む方向で調整する必要がある。

（5）食品加工分野の緊急課題は、原料・加工段階及び製品の品質を把握し、その品質管理をする

ための検査技術と問題解決能力の向上を図ることである。そのうえで、食品の保存、開発、加

工、分析評価、衛生管理等にわたるモデルシステムを構築するような技術協力が有効ではな

いかと思われる。
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3． 調　査　概　要

（1）JICA ヴィエトナム事務所訪問（12 月 14 日）

面談者：畠山次長、菅野職員

内　容：今回の基礎調査への期待が表明された。

（2）在ヴィエトナム日本国大使館表敬訪問（12 月 14 日）

面談者：井村二等書記官

内　容：今回の基礎調査への期待の表明とともに、技術指導の波及効果の明確化と役割につ

いて再確認の要望があった。

（3）工業省表敬訪問及び調査（12 月 14 日）

面談者：Mr. LE HUY CON Vice President

Eng. NGUYEN THANH HOA Senior Officer

内　容：高温多湿のヴィエトナムでは農作物は腐敗しやすく、利用に関し問題を抱えている

こと、また輸出品の多くは一次産品である等の状況があり、企業への技術支援・移転

が望まれていること、FIRI のレベルアップが課題である事情等の説明があった。

（4）計画・投資省表敬訪問及び調査（12 月 14 日）

面談者：Dr. HO QUANG MINH Deputy Director General

内　容：農業・農村の振興にとっての食品加工技術への期待が表明された。現在進められてい

る合弁事業は生産を主体としたもので、技術移転をもたらすものではないこと、ま

た食品加工に関する他ドナーは存在しない等の説明があった。

（5）農業・農村開発省表敬訪問及び調査（12 月 15 日）

面談者：Dr. NGUYEN ICH CHUONG Vice Director

内　容：農業生産は問題なく、市場開発が問題であること、農産物の保存技術及び高付加価値

化が課題であること等の説明があった。各種農産物の生産状況、加工品及び将来展

望について説明があった。

（6）科学技術環境省表敬訪問及び調査（12 月 15 日）

面談者：Dr. LE DZUNG Deputy Director General
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内　容：食品関連の国家研究機関として、FIRI は職員数、人材、経験、施設等はトップレベ

ルにあること、またヴィエトナムの農業にとって加工分野が弱い点等が課題という

説明があった。MOSTE は FIRI を支援する関係にあることが示された。

（7）食品産業研究所調査（12 月 15 日、16 日）

面談者：Dr. NGO TIEN HIEN Director

Dr. VU THI DAO Deputy Director

Ms. TRAN THI CHUAU Head

内　容：過去における研究成果及び技術移転の状況について説明があった後、研究機関とし

て、設備・備品及び情報等の不足、低い技術水準等が問題であり、技術支援が要望さ

れた。

（8）農業開発担当副首相との懇談（12 月 15 日）

面談者：Mr. PHAM GIA KHIEM Vice Premier

内　容：食品加工産業発展のための技術協力について、強い要望が表明された。

（9）ポストハーベスト技術研究所調査（12 月 16 日）

面談者：Dr. NGUYEN KIM VU Director

Ms. HOANG THI TUAT Vice Head

内　容：ポストハーベスト技術研究所は FIRI とは独立した機関であること、また研究対象を

絞ることにより FIRI との重複を避けている旨説明があった。

（10）農村技術開発協会調査（12 月 16 日）

面談者：Dr. Sc. LE DOAN DIEN Director

内　容：農業・農村の振興、発展を目的とした科学者会議の組織である旨説明があり、国内生

産農産物の高度利用等、現存する問題に対し、アドバイザーとして積極的に取り組

んでいきたいとの意向が示された。

（11）醸造研究所調査（12 月 17 日）

面談者：Ms. NGUYEN THI THU VINH Vice Director

Dr. NGUYEN VAN VIET Chairman of Board

内　容：2010 年と 2020 年までの発展戦略を各々作成中。FIRI からの技術支援に基づき進め

たい旨説明があった。品質管理、検査活動、廃水、廃棄物等環境問題の必要性につい
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て説明があった。

（12）生物工学研究所調査（12 月 17 日）

面談者：Dr. LE TRAN BINH Director

Dr. TRUONG NAM HAI Deputy Director

Mr. LE THANH BINH Senior Scientista and Head

内　容：研究対象については FIRI のそれと重複しない旨説明があった。

（13）ブドウ糖製造工場調査（12 月 17 日）

面談者：Mr. NGUYEN DUY HONG

内　容：FIRI から技術移転を受ける以前から伝統的な技法を採用し、麦芽を製造してきた。倒

産寸前の 1995 年に FIRI から技術移転を受けて営業を再開し、現在順調に操業して

いる。移転技術の内容は市販酵素を使用し、効率的にキャッサバ澱粉を糖化し、グル

コースシロップ、マンノースシロップを製造することと、ローコストの設備につい

てである。製造されたシロップは現在ヴィエトナム北部においてキャンディー用、、

クッキー用として利用されている。問題点は品質が劣り輸出用とはならないことや、

農家がキャッサバから澱粉を作る際に流す排水が新たな公害源となっていることが

あげられる。なお工場は雑然としており、また非衛生的であった。

（14）魚醤製造工場調査（12 月 18 日）

内　容：技術指導を受ける前から魚醤を製造していた。しかし品質及び生産効率の低さから

倒産寸前であった。1991 年に FIRI からローコスト設備や酵素分解法に関する技術

移転を受け、以前は製造に 8 か月から 12 か月を要していたものが、現在では 2 か月

で製品化が可能になり、生産量も 50 万～ 70 万 l ／年から 200 万 l ／年に増産した。

また以前に比べ悪臭も少なく、衛生的になった。その一方、速醸法により風味が欠乏

するという問題が起こっている。

（15）植物油製造工場（12 月 18 日）

面談者：Eng. PHAM VAN BINH Deputy Director

NGHE AN Vegetable Oil Co.

内　容：1959 年、工業省の設定で設立され、旧東ドイツ製圧搾式の粗油製造及び精製ライン

でスタートした。1964 年ヴィエトナム戦争で精製ラインが破壊され、ごく最近まで

粗油のみ生産していた。1998 年から 1999 年にかけ、新しい設備を導入し、現在試運

転中。FIRI からは特に技術移転を受けていない。圧搾法は歩どまりが悪く、将来他
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の方式（抽出プロセス）を採用する予定であるという。

（16）ビール製造工場（12 月 19 日）

内　容：多くは海外から導入した設備を利用している。このような状況のなかで FIRI から技

術移転した設備も利用している。工場は雑然としており、危険防止の点で問題点が

散見された。
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4． 調査結果のまとめ

4 － 1　食品行政の調査

（1）技術力の向上が優先される具体的な分野を確認できなかったが、その要因の 1 つとして、関

係機関においては国内農産物の加工適性、食品加工業の技術水準、市場ニーズの把握が十分

ではないことが考えられる。

（2）ヴィエトナムにおける作付指導、農業者の組織、食品加工業向け農産物の供給構造等が明ら

かにされない場合、本件に係る農業者の所得向上等の目標値の設定に困難が伴うのではない

かと考えられる。

（3）食品加工業と行政機関の関係では水産物の収穫から加工を所掌する水産省、農産物・農産物

加工品の輸出を所掌する商業省の調査も必要と思われる。

（4）2001 年から始まる次期 5 か年計画での食品加工業の位置づけについても注視が必要である。

（5）今後、FIRI に協力可能は技術分野を設定していくうえでは、ポストハーベスト技術研究所

との明確なデマケーションが必要である。また FIRI に技術協力を行う分野がヴィエトナムの

行政組織上、FIRI に最もふさわしく、かつ効率的であるかの確認が必要である。

（6）農業農村地域の食品加工業の振興を図る場合には、排水処理対策等、農業生産環境に負荷を

与えず、農業の持続的発展が図られるための措置がとられることが必要である。

4 － 2　食品加工関連試験研究機関の調査

FIRI をはじめとする各研究所とも、現状の農産物供給状況から見て、食品加工技術向上に関す

る重要性は共通していた。しかし、技術向上とは単なる先端的な技術移転により容易に解決でき

るとの思い込みが感じられた。

また各研究機関とも加工原料となる農産物の加工適性、加工工程、最終加工品等にかかわる技

術・品質等の評価を無視し、かつ各プロセスにおける評価基準をもっていなかった。すなわち各

研究機関は科学技術知識等予測される食品加工工程の改良・改善をめざしてはいるが、技術向上

と称する技術や設備により加工品を作る「物作り機関」、あるいは稚拙な「技術コンサルタント機

関」であった。特に中小企業に「技術移転した」と称する技術を担った各研究部門において、その

具体的な研究痕跡さえも見いだせないことから、上述の感を強くした。

ヴィエトナム政府内におけるFIRI の位置づけは、食品加工における研究・技術開発部門である。

しかしながら研究所内に設置された機器備品等からは、本邦の大学における一般分析も覚束なく、

現状での研究員の基礎的分析能力の向上が急務であると考えた。このことは他研究所も含め、当

該研究所のいう研究能力、すなわち技術改善等に必要な基本的分析能力がないことを意味するも
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のと判断された。

一方、所属研究員個々の能力から推測し、早急な基礎的研究設備の整備（消耗品も含む）、分析

等の訓練並びにそのマニュアル化とルーティン化をめざして、研究環境整備が望まれると予測さ

れる。その広報システムの方法により、コンサルタント業務遂行機関あるいは指導的機関のいず

れかに位置づけられる機関となるであろうから、その対応について熟考を要する。

ほかに印象として強く残ったことは、FIRI の実質的な業務内容が発酵技術開発であり、そのほ

とんどがビール醸造及び設備製造の販売といっても過言ではないということである。当該国の経

済状況から理解はできるものの、外国資本による合弁企業並びに外来技術を導入した中小企業の

台頭により、いずれこうしたコンサルタント業務あるいは媒体機関としての意味は消滅するもの

と予測される。国内農産物、例えば余剰農産物あるいは通年供給可能な農産物を加工食品にする技

術開発はほとんど実施されていないが、この点から FIRI の農産加工・保蔵の研究及び技術開発の

焦点を具体的に絞れば、同研究所の研究・技術開発機関としての明確な位置づけが可能と考える。

現状ではいずれの関連研究機関においても、食品加工分野研究の焦点は需要、すなわち消費量

と高価格、高収入から設定され、基幹農産物の生産（栽培・管理・流通等）・保蔵等への取り組み

が遅れていて、中長期的な展望が欠けていた。その結果、余剰作物の加工も場当たり的である。各

機関が原点に立ち返り、国内農産物加工により安全で安価かつ栄養学的にも意味のある健康な加

工食品開発のための基礎技術の定着、研究能力の向上、応用技術の開発をめざし、農業振興に寄

与できる研究機関への脱皮を期待したい。

4 － 3　食品加工産業の調査

ヴィエトナムでは現在、合弁事業が増えつつある。合弁事業では海外の最新技術が導入され、事

業が推進される。ヴィエトナム国内には各種の資源があるものの、有効に活用されないまま眠っ

ている。しかし、これを掘り起こす技術、資金を欠いている状況と見受けられた。この掘り起こ

しは、本来、産業省に直属する試験研究機関の任務であるはずであるが、国からいくばくかの予

算の提供はあるものの、独立採算を強いられ、試験研究、開発研究に専念できる状況にはない。合

弁事業の発展は安直で速効的であるが、将来的にはヴィエトナムの技術の空洞化を招きかねない

ものである。FIRI への支援により、直接、農業及び農家に寄与するには時間がかかるものと思わ

れるが、国営試験研究機関 FIRI への支援は技術の空洞化を防止し、将来的にはヴィエトナムの農

業及び食品産業に益するところが大きいと考えられる。

一方、FIRI からの技術要請は漠としている。支援事業としては幅広く、すべてへの対応は効果

の上がらないものとなるであろう。FIRI からの要請を絞って、保存、開発、加工、加工、分析評

価、衛生管理等にわたるモデルシステムを構築し、将来にわたってモデルとなり、応用のきく、そ

うした技術支援がヴィエトナムにとって重要と考えられる。
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5． 調 査 団 所 感

ヴィエトナムではその経済の基盤を農業に依存し、農業は就業人口の 67％（1997 年）近くを吸

収するとともに、国内総生産の 26.2％（1997 年）近くを占めている。現在ヴィエトナムでは、特

に農村部を中心とした貧困の軽減を最重要課題として開発に取り組んでおり、農業分野では農業

技術開発による農業生産の安定的増大、農産物の多様化による農家経営基盤の安定・強化と並ん

で、農産物加工技術の向上が急務となっている。

今回の調査では、計画・投資省をはじめとする各関係省庁において、農産物加工、特に食品加

工産業の開発の重要性、緊急性が強調された。さらに、非常に異例のことながら、農業開発を担

当する PHAM GIA KHIEM 副首相から本調査団に対し、食品加工産業発展のための技術協力につ

いて強い要望が表明される等、中央政府においては食品加工産業開発を非常に重要な課題と位置

づけていることがうかがわれた。

ドイモイ政策導入後、急速に米の自給が達成され、現在では農業経営基盤強化のため農産物多

様化が政策的に推進され、野菜・果実などの園芸作物の生産を振興する地域が増えている。しか

し野菜等は大量消費地が限定され、適切な収穫後処理なしには長距離を輸送することができず、生

産が収入に十分反映されていない。また果樹は限定された季節にしか生産できず、収穫期には過

剰生産となって価格が暴落する。一方、収穫後処理技術を含めた食品加工技術が未発達な現状で

は、収穫期以外には果樹及び果樹加工品の国内流通も減少し、輸入に依存するような事例が数多

く発生しており、適切な収穫後処理技術の確立・普及が焦眉の急となっている。

また澱粉糖化、魚醤、植物油脂などの加工現場においても、製品の品質や品質管理、加工対象

農産物の多様化などの諸問題を抱えており、当該分野への何らかの技術協力の実施は必要である

と思われる。

一方、これら食品加工産業に係る技術開発・普及を担う政府機関としては、工業省傘下の FIRI

のほか、農業・農村開発省傘下のポストハーベスト技術研究所等がある。これらの試験研究機関

では、現在のところ、その機関間の担当事項の調整ができておらず、また後述するヴィエトナム

独自の試験研究所の運営方式も一因となり、今後各試験研究機関間での担当業務に相当の調整が

必要と思われる。

技術の普及に関しては、食品加工関連の技術普及はほとんどが受益者負担による有料の研修、技

術移転として実施されている。FIRI で開発された技術は各省人民委員会工業部やFIRI からの直接

の呼びかけに応じ、ハノイに集まった加工技術者に対して移転されるほか、FIRI が中小の食品加

工企業を巡回する等の方法で普及されている。現在のところ、この指導制度は FIRI に限らず国立、

公社立、私立の試験研究機関で広く採用されているヴィエトナム特有の制度であり、協力はこの
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ような事情にも考慮して行う必要があると思われる。また研究課題についても各研究所が研究費

を得ることができるシステムになっており、FIRI では専門予算の大半がこのようなプロジェクト

研究の委託金により賄われているのが現状である。

食品産業の現状は、中央政府の管轄下にある大規模な公社と中央政府の管轄を受けない中小食

品加工業者に大別できる。大規模な公社では外国企業との合弁による技術導入が進んでいるが、こ

れらの技術は限定された加工場のみで利用され、一般の中小食品加工業者はこれらの技術にアク

セスできない状態にある。FIRI の活動は、このような中小食品加工業者を対象とした加工技術の

開発・移転にある。

他のアジア諸国では、多くの場合、食品加工業が外資系企業と合弁した大企業に寡占されてい

る状況であるが、ヴィエトナムでは中小食品加工業もまだ、大都市圏外を中心に活躍する余地が

十分に残されており、このような中小食品加工業者を念頭に置いた協力が可能であると判断され

る。

現状ではいずれの関連研究機関においても食品加工分野の焦点は需要、すなわち消費量と高価

格、高収入の見地から設定され、基幹農産物の生産（栽培・管理・流通等）・保蔵等への取り組み

が遅れていて、中長期的な展望が欠けている。その結果、余剰作物の加工も場当たり的である。こ

のため各研究機関が原点に立ち返り、国内農産物加工により安全で安価かつ栄養学的にも意味の

ある健康な加工食品を開発できるよう、基礎技術の定着、研究能力の向上、応用技術の開発をめ

ざし、農業振興に寄与できる機関へ脱皮させるべく協力する必要がある。

今回の調査では、中央省庁、試験研究機関、現場の加工業者いずれにおいても現状では食品加

工に関し「問題がある」との訴えを再三耳にしたが、では具体的に何が問題になっているのか、そ

の問題を解決するためにはどのような技術が必要とされているのか等については把握できていな

かった。

このような現状にかんがみ、食品加工分野での緊急の問題は、原料、加工段階、製品の品質を

把握し、これを品質管理するための検査技術と問題解決能力の向上にあると思われる。そのうえ

で、保存、開発、加工、分析評価、品質管理などにわたるモデル加工システムを構築するような

形態の協力が有効ではないかと思われる。

今後、FIRI の要請について、その目的を品質管理技術の向上を中心としたものに整理し直し、技

術内容を絞り込む方向で調整を図ることが必要と思われる。また平成 12 年度に FIRI から 3 名の

個別短期専門家が要請されているが、これらの専門家のうち少なくとも 1 名を技術指導よりはむ

しろ FIRI、食品加工技術開発の今後の方向性を策定し、プロ技要請内容を再整理するような TOR

で派遣し、プロ技形成の側面支援とすべきであると思料する。

なお、現在農業・農村開発省でポストハーベスト技術研究所への技術協力案件の要請を準備中

なので、今後この要請内容にも注意しながら、案件の最終形成を行う必要があると思われる。ま
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た次回の調査においては、今回訪問できなかった漁業省、また食品衛生関係の試験研究機関など

も訪問対象とする必要があると思われる。



付　属　資　料

　　　　　　　　　　　　　　　資料 1　要請書

　　　　　　　　　　　　　　　資料 2　関係機関別調査項目
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